
 仕  様  書  

京都市住宅供給公社 

事業部 向島ニュータウン営業所 

（担当 齋藤・岡本 電話 075-622-7970）  

件  名 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 

契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

契約条件 別紙のとおり 

注 本仕様について不明な点がある場合は、総務課の指示に従ってください。  

 



仕様書 

 

１ 委託業務名 

  令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 委託契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  

３ 対象施設(詳細は別添１「向島管理施設一覧表」及び別紙「図面集」のとおり) 

 (1) 運動公園 

 (2) 児童公園 

 (3) テニスコート正面通路 

 (4) センター街 

 (5) 駐車場 

 (6) 第４街区緑地 

 (7) 第７街区緑地 

 (8) 南端緑地 

 (9) 第９駐車場隣接緑地 

 (10) 向島外周水路西側残地 

 (11) 向島駅前 

 (12) 向島本二ノ丸排水機場 

 (13) 歩行者・自転車専用通路 

 

４ 業務概要(詳細は別添２「業務細目」のとおり) 

 (1) 清掃業務 

  ア 通常清掃 

  イ 定例清掃 

 (2) 除草業務 

 (3) 緊急対応業務 

  

５ 業務体制 

 (1) 現場責任者について 

受注者は、本業務を統括させる業務責任者を１名以上配置し、本業務を実施しなけれ

ばならない。なお、契約締結後速やかに業務責任者及び各作業員を含む業務の実施体制

及び緊急連絡体制表を京都市住宅供給公社（以下「公社」という。）に提出するものと

し、変更等があった場合は、その都度速やかに書面にて公社に提出し、確認を受けなけ



ればならない。 

 (2) 作業員について 

   受注者は、契約締結後速やかに本業務に従事する作業員の顔写真付き名簿を公社に

提出し、確認を受けなければならない。なお、作業員を変更する場合は、その都度速や

かに本業務に従事する作業員の顔写真付き名簿を公社に提出し、確認を受けなければ

ならない。 

 作業員の作業服等は、受注者の負担において支給するものとし、作業服は全員同じ服

に統一し、会社名を入れ氏名が分かるように名札を携帯すること。 

 (3) 安全管理について 

   施設利用者その他の人身、建物その他の設備等に損傷を及ぼさないよう細心の注意

をもって作業を行い、必要に応じて安全監理員を配置する等の安全対策を講じること。 

また、万一事故が発生した場合は、受注者の責任で迅速、万全の対応を行うとともに、

速やかに事故の概要、原因及び改善策等を書面にて公社に報告すること。 

 

６ 清掃用具等及び消耗品 

 (1) 清掃用具等について 

   本業務で用いる機材は、各用途に適切かつ効果的な用具及び洗剤等薬品を使用する

こと。また、これらについては受注者の負担とする。 

 (2) 消耗品について 

   本業務で用いる消耗品(ゴミ袋、各種ケミカル品など)は受注者の負担とする。 

 

７ 倉庫及び駐車場の使用 

 (1) 倉庫 

   受注者は、本業務に必要となる清掃用具等の保管庫として、本契約期間中に限り次に

記載する公社所有の倉庫を無償で使用することができるものとし、本契約期間終了ま

でに、原状回復のうえ公社に明け渡すこと。なお、使用中は清潔に保ち、火気を使用す

ることはできないこととする。 

   ア 場 所 京都市伏見区向島鷹場町１０４番地の１ 

   イ 施設名 向島学生センター プレハブ倉庫 

   ウ 床面積 ３８㎡ 

 (2) 駐車場 

   受注者は、本業務で使用する作業車両（１台のみ）を、本契約期間中に限り次に記載

する公社所有の駐車場（１区画）を無償で使用することができるものとする。なお、駐

車する車両の車種・車両番号等を事前に公社に届け出ること。 

   ア 場 所 京都市伏見区向島鷹場町１０４番地の１ 

   イ 施設名 向島学生センター駐車場 



 

８ 履行確認 

  受注者は、毎回作業終了後、日報等により公社の履行確認を受けること(ただし、公社

が休業の場合、翌営業日)。各月の清掃等の業務完了後、完了報告書に履行確認書を添え

て提出すること。 

 

９ 作業計画 

  受注者は、本契約後速やかに年間の作業計画書を作成し、公社の承諾を得ることとし、

作業月の前月２０日までに月間工程表を提出すること。 

 

１０ 委託料の支払い 

  (1) 委託料請求内訳書 

受注者は、契約締結後速やかに委託料請求内訳書(公社様式)を公社に提出するこ

と。 

  (2) 支払金額及び支払日 

    公社は委託料請求内訳書に基づく毎月の出来高金額を、公社の履行確認後、受注者

から毎月提出される完了報告書及び請求書を受理した日から３０日以内に支払うも

のとする。 

 

１１ 損害賠償 

  (1) 受注者は、本業務を実施するにあたり、公社又は第三者に損害を与えたとき、その

損害を賠償し、事故発生等の原因及び状況等について速やかに報告すること。 

(2) 受注者は、本業務を実施するにあたり、受注者の責に帰すべき事由により施設等を

損傷させた場合、その損害を賠償し、事故等発生の原因及び状況等について速やかに

報告すること。 

 

１２ 報告 

   本業務にあたり、各施設の破損、照明の球切れ、不法投棄その他異常を発見した場合

は、すみやかに公社に報告すること。 

 

１３ 再委託の禁止 

(1) 受注者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、公社

の文書による承諾を得た場合はこの限りでない。 

(2) 再委託の承諾の申請があった場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当す

るときは、公社は原則として承諾しない。 

ア 受注者が、契約の履行を一括して再委託しようとするとき。 



イ 受注者が、再委託の内容について再委託しようとする者に履行する能力がある

ことを証明できないとき。 

   ウ 再委託によって、契約の履行について、不完全履行となり、内容が変更され、質

が低下し、又は履行期限が遅延する等の支障が生じるおそれが高いとき。 

   エ 受注者が、仲介業者への委託その他の契約の履行に必要ない再委託をしようと

するとき。 

   オ 競争入札において互いに競争相手であった者に再委託しようとするとき。 

   カ その他契約の適正な履行に支障が生じるおそれが高いとき。 

 

１４ その他 

  (1) 受注者は、契約履行中に知り得た公社及び各施設関係者等の秘密に属する事項を

第三者に漏らしてはいけない。 

  (2) 受注者は、本業務に係る範囲外の場所に無断で立ち入らないものとする。 

(3) 業務上における安全衛生に関する管理は、受注者の責任において、労働基準法及び

労働安全衛生法その他関係法令を順守のうえ行うこと。 

  (4) 本仕様書に掲げる業務以外の業務が生じた場合は別途契約する。 

(5) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決 

定する。 

(6) 本件は、京都市公契約基本条例第１２条第１項の取扱いに準じた労働関係法令遵

守状況報告書(以下「報告書」という。)の提出が必要となる契約であることから、受

注者は、契約締結後、京都市行政財務局財政部契約課制度担当に報告書を提出するこ

と。その他、法令不遵守がある場合の公表や競争入札参加停止など、報告書に関する

手続きの詳細については、同担当(電話０７５－２２２－３３１１)に問い合わせる

こと。 

 



向島管理施設一覧表 

 

 

施設名 施設詳細 所在地 
敷地面積 

(単位：㎡) 

運動公園 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 69 5,060.91 

児童公園 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 71 2,221.60 

テニスコート正面通路 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 70 1,702.74 

センター街  22,499.70 

センター商店街 

京都市伏見区向島四ツ谷池 14番地 19他 
(20,619.64) 

センター広場 

商店街駐車場 (1,880.06) 

駐車場  20,084.56 

第 1駐車場 京都市伏見区向島四ツ谷池 14番地 33 (1,524.82) 

第 2駐車場 京都市伏見区向島四ツ谷池 14番地 4 (1,376.42) 

第 3駐車場 京都市伏見区向島藤ノ木町 82番地 4 (2,866.39) 

第 6駐車場 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 (1017.40) 

第 7駐車場 京都市伏見区向島四ツ谷池 14番 9 (716.89) 

第 8駐車場 京都市伏見区向島丸町 49番地 10 (911.42) 

第 9駐車場 京都市伏見区向島清水町 180番地 1 (4,280.56) 

第 10駐車場 京都市伏見区向島四ツ谷池 14番地 26 (971.21) 

第 11駐車場 京都市伏見区向島鷹場町 74番地 8 (1,090.00) 

第 13駐車場 京都市伏見区向島藤ノ木町 85番地 14 (300.02) 

第 14駐車場 京都市伏見区向島清水町 189番地 5 (477.16) 

第 15駐車場 京都市伏見区向島四ツ谷池 85番地 1 (4,552.27) 

第 4街区緑地 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 7 398.34 

第 7街区緑地  734.10 

鉄塔前緑地 京都市伏見区向島丸町 36番地 44 (80.90) 

集会所横緑地 京都市伏見区向島丸町 25番地 4 (653.20) 

南端緑地  6,627.09 

南 1 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 60 (1,684.09) 

南 2 京都市伏見区向島二ノ丸町 151番地 74 (4,648.87) 

南 3 京都市伏見区向島二ノ丸町 141番地 4他 (294.13) 

第 9駐車場隣接緑地 京都市伏見区向島清水町 238番地 1他 241.10 

向島外周水路西側残地 京都市伏見区向島二ノ丸町 141番地 2他 300.79 

向島駅前 京都市伏見区向島二ノ丸町 179番地 3他 278.76 

向島本二ノ丸排水機場 京都市伏見区向島二ノ丸町 143 2,662.40 

歩行者・自転車専用通路  482.52 

北側 京都市伏見区向島丸町 90番地 5 (271.53) 

南側 京都市伏見区向島四ツ谷池 14番地 43 (210.99) 

（別添１） 



業務細目 

 

第１ 清掃業務細目 

１ 通常清掃 

 (1) 作業日時 

   作業対象施設及び作業日時は次のとおりとする。なお、具体的な作業日については、公社と協議のうえ 

決定する。 

対象施設 作業日 作業時間 

運動公園 ３～４月：週３回 

５～１２月：週２回 

１～２月：月１回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日を除く) 

原則として、９時から開始し、１５時

３０分までに完了させること。 

(ただし、センター街のみ９時から 

１２時まで) 

 

※作業時間の変更については発注者

と協議のうえ実施すること。 

児童公園 

テニスコート正面通路 

センター街 

週４回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日を除く) 

センター街(トイレ) 

週４回 

(ただし、１２月３１日から

１月３日を除く) 

センター街 

(商店街駐車場) 

月２回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日を除く) 

駐車場 

（１３、１４駐車場を除く） 

月２回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日までを除く) 

駐車場 

（１３、１４駐車場） 

月１回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日までを除く) 

第４街区緑地 月１回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日までを除く) 第７街区緑地 

南端緑地 

月２回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日までを除く) 

向島駅前 

月２回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日までを除く) 

歩行者・自転車専用通路 

月２回 

(ただし、１２月２９日から

１月３日までを除く) 

（別添２） 



(2) 作業内容 

作業対象施設及び作業内容については、次の作業実施詳細のとおりとし、数量等の詳細については、 

別添３「清掃等業務数量表」及び別紙「図面集」のとおりとする。 

 

 (3) 作業実施詳細 

対象施設 作業内容 

運動公園 
・周囲のフェンス沿い３ｍ程度の範囲を中心に吹き溜まるゴミ、落ち葉及び動物

の糞等を拾い掃きし収集する。なお、隣接する歩道沿いも清掃を行うものとする。 

児童公園 

・全域のゴミ、落ち葉及び動物の糞等を拾い掃きし収集する。 

なお、隣接する歩道沿いも清掃を行うものとする。 

・Ｕ字側溝の機能を維持するため、たまった土砂、雑草等は適宜除去する。 

テニスコート 

正面通路 
・全域のゴミ、落ち葉及び動物の糞等を拾い掃きし収集する。 

センター街 

(センター街) 

・全域の床、植樹桝及び植込みのゴミ、落ち葉及び動物の糞等の拾い掃きし収集

する。なお、隣接する外周道路際も清掃を行うものとする。 

・植樹桝の雑草については、適宜除去する。 

・センター商店街通路天井及び看板照明器具は適宜除塵し、蜘蛛の巣を取り除

く。 

(センター街トイレ) 

・床面に落ちているゴミ及び汚物を取り除き、全体を散水した上で、ブラシや雑

巾等で擦り洗いする。 

・便器、手洗器、鏡の拭き掃除をする。 

・天井及び壁面は適宜除塵し、蜘蛛の巣を取り除く。 

（センター街・商店街駐車場） 

・全域のゴミ、落ち葉及び動物の糞等を拾い掃きし収集する。 

なお、隣地境界際及びアスファルト舗装の亀裂部分から部分的に生えている雑草

については、適宜除去する。 

・Ｕ字側溝（定例清掃対象外）の機能を維持するため、たまった土砂等は適宜除

去する 

駐車場 

・全域のゴミ、落ち葉及び動物の糞等を拾い掃きし収集する。 

なお、隣地境界際及びアスファルト舗装の亀裂部分から部分的に生えている雑草

については、適宜除去する。 

・Ｕ字側溝（定例清掃対象外）については、その機能を維持するため、たまった

土砂等は適宜除去する。 

・防犯カメラについては、その機能を維持するため、レンズ付近を伸縮ポール等

にハタキを付け、危険作業とならないよう地上から煤払いにて、蜘蛛の巣を適宜

除去する。 

なお、駐車車両等により作業に支障をきたす恐れが有る場合は、別日にて作業

を行うこと。 

 

 



 

第４街区緑地 

・全域のゴミ、落ち葉及び動物の糞等を拾い掃きし収集する。 
第７街区緑地 

南端緑地 

向島駅前 

歩行者・自転車専用通

路 

・全域のゴミ、落ち葉及び動物の糞等を拾い掃きし収集する。 

・天井及び壁面は適宜除塵し、蜘蛛の巣を取り除く。 

 

２ 定例清掃 

作業対象施設及び作業日は次表のとおりとし、数量等の詳細については、別添３「清掃等業務数量表」 

及び別紙「図面集」のとおりとし、作業時間は上記１(1)と同様とする。 

対象施設 清掃内容 作業日 

運動公園 

・施設内の雨水排水のための排水桝、側溝に堆積した

土砂等を除去する。 

年１回 

(公社と協議し決定) 

児童公園 

テニスコート 

正面通路 

センター街 

・店舗通路天井の蛍光管、反射板の水拭きをする。 
年１回※１２月末日 

(公社と協議し決定) 

・店舗屋根箱樋内のゴミ、落ち葉の収集及び竪樋の水

拭きをする。 

年１回 

(公社と協議し決定) 

・施設内の雨水排水のための排水桝、側溝に堆積した

土砂等を除去する。 

年２回 

(公社と協議し決定) 

駐車場 

（第６、第１３駐車場

を除く） 

・施設内の雨水排水のための排水桝、側溝に堆積した

土砂等を除去する。 

年１回 

(公社と協議し決定) 

第７街区緑地 
年１回 

(公社と協議し決定) 

南端緑地 
年２回 

(公社と協議し決定) 

向島駅前 
年１回 

(公社と協議し決定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２ 除草業務細目 

  ・除草業務 

対象施設、作業内容及び作業時期は次のとおりとし、数量等の詳細については、別添３「清掃等業務 

数量表」及び別紙「図面集」のとおりとする。なお、作業時間は上記１(1)と同様とする。 

施設名 作業内容 作業時期 

運動公園 

・除草は施設ごとに適切な方法で行うこととし、

草等を１cm以下に刈り揃える。また、フェンスに

絡まった蔓やフェンス外であっても敷地内のある

雑草を刈り取る。 

・草刈り機による石はね等を防止する対策や養生

を必ず行うこと。 

年２回 

(公社と協議し決定) 

児童公園 

テニスコート 

正面通路 

センター街 
年３回 

(公社と協議し決定) 

駐車場 

（第９駐車場花壇） 

年２回 

(公社と協議し決定) 

第４街区緑地 

第７街区緑地 

南端緑地（※１） 

第９駐車場隣接緑地 

（※２、３） 

向島本二ノ丸排水機場 

（※４）  

向島外周水路西側 

残地（※５） 

年１回※８月上～中旬 

(公社と協議し決定) 

  ※１：南端緑地法面下の緑地は作業低減化を目的として、薬剤散布を行って良いものとする。 

  ※２：第９駐車場隣接緑地は作業低減化を目的として、薬剤散布を行って良いものとする。 

  ※３：第９駐車場隣接緑地に限り、除草作業時に全域のゴミ・動物の糞等の拾い掃き及び収集を 

行うこと。 

  ※４：向島本二ノ丸排水機場は作業低減化を目的として、薬剤散布を行って良いものとする。 

  ※５：作業時期は、隣接する向島秀連小中学校の夏季休暇中で調整すること。 

 

第３ 緊急対応業務 

   本仕様書３に記載された施設内における、本細目第１及び第２の業務以外の緊急対応業務として、除草、

支障枝払い(５ｍ程度の高所作業含む)、水路際のゴミ、堆積物、投棄物の回収その他軽微な作業を行う。な

お、２名が半日(車両使用含む)で行える程度の作業として、年６回とする。 

 

第４ ゴミの処理 

  (1) 本業務で回収したゴミは、公社が指示するゴミ集積所に保管することができる。 

  (2) 清掃業務で回収したゴミ、除草及び緊急対応業務で収集したゴミ、枝葉、芝草等については、受託者の

責任において回収し、関係法令を遵守し適切な廃棄処分を行うこと。また、枝葉及び刈草については、京

都市の再生処分許可を持つ資源化施設に可能な限り搬出し、リサイクルすること。 



  (3) 刈草等の処分を適正に行ったことを証明する資料を処分後１年以上保管するともに、公社が求めた場合

速やかに提示すること。 
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通常清掃

詳細
清掃面積
（㎡）

年間
日数

周期 備考

砂 5,060.91 99
3/Ｗ
2/Ｗ
1/Ｍ

砂場
アスファルト舗装

2,221.60 99
3/Ｗ
2/Ｗ
1/Ｍ

アスファルト舗装 1,702.74 99
3/Ｗ
2/Ｗ
1/Ｍ

センター街

- センター街・広場
インターロッキング
タイル

8,034.24 205 4/Ｗ

- トイレ タイル 33.85 206 4/Ｗ トイレ2箇所

- 商店街駐車場 アスファルト舗装 1,880.06 24 2/Ｍ

- 第1駐車場 1,524.82 24 2/Ｍ

- 第2駐車場 1,376.42 24 2/Ｍ

- 第3駐車場 2,866.39 24 2/Ｍ

- 第6駐車場 1,017.40 24 2/Ｍ

- 第7駐車場 716.89 24 2/Ｍ

- 第8駐車場 911.42 24 2/Ｍ

- 第9駐車場 4,280.56 24 2/Ｍ

- 第10駐車場 971.21 24 2/Ｍ

- 第11駐車場 1,090.00 24 2/Ｍ

- 第13駐車場 300.02 12 1/Ｍ

- 第14駐車場 477.16 12 1/Ｍ

- 第15駐車場 4,552.27 24 2/Ｍ

アスファルト舗装

駐車場

清掃等業務数量表

対象箇所

運動公園

児童公園

テニスコート正面通路

週3回：3～4月
週2回：5～12月
月1回：1～2月
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通常清掃

詳細
清掃面積
（㎡）

年間
日数

周期 備考

緑地 398.34 12 1/Ｍ

ア 鉄塔前緑地 緑地 80.90 12 1/Ｍ

イ 集会所横緑地
緑地
アスファルト

653.20 12 1/Ｍ

南端緑地

- 南1 1,684.09 24 2/Ｍ

- 南2 4,648.87 24 2/Ｍ

- 南3 294.13 24 2/Ｍ

アスファルト舗装 278.76 24 2/Ｍ

ア 北側 271.53 24 2/Ｍ

イ 南側 210.99 24 2/Ｍ

アスファルト舗装

緑地

歩行者・自転車専用通路

対象箇所

第4街区緑地

第7街区緑地

向島駅前
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定例清掃

詳細
清掃箇所
（箇所）

周期 備考

運動公園 雨水・集水桝 6 1/Ｙ

ア 北側 1 1/Ｙ 全長：4.00m 幅：0.40m

イ 西側 1 1/Ｙ 全長：30.00m 幅：0.40m

ウ 南側 1 1/Ｙ 全長：86.80m 幅：0.40m

児童公園 雨水・集水桝 4 1/Ｙ

テニスコート正面通路 雨水・集水桝 22 1/Ｙ

雨水・集水桝 84 2/Ｙ

通路庇蛍光管反射板 1 1/Ｙ 照明器具40Ｗ 177灯

ア Ａ棟周囲 1 全長：23.00m 幅：0.23m

イ Ｂ棟裏① 1 全長：10.00m 幅：0.10m

ウ Ｂ棟裏② 1 全長：49.00m 幅：0.15m

エ Ｂ－Ｃ棟間 1 全長：136.40m 幅：0.20m

オ Ｃ棟裏 1 全長：10.00m 幅：0.15m

カ Ｄ棟前 1 全長：33.00m 幅：0.20m

キ Ｅ棟前 1 全長：42.00m 幅：0.20m

ア Ｂ棟 1 全長：205.73m 幅：0.15m

イ Ｃ棟 1 全長：110.00m 幅：0.15m

ウ Ｄ棟 1 全長：82.09m 幅：0.15m

エ Ｅ棟 1 全長：127.30m 幅：0.15m

ア Ｂ棟 22 縦：3.00m 幅：0.10m

イ Ｃ棟 13 縦：3.00m 幅：0.10m

ウ Ｄ棟 11 縦：3.00m 幅：0.10m

エ Ｅ棟 16 縦：3.00m 幅：0.10m

対象箇所

1/Ｙ

1/Ｙ

通路屋根箱樋

通路竪樋

側溝（蓋有）

側溝（蓋あり） 2/Ｙ

センター街
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定例清掃

詳細
清掃箇所
（箇所）

周期 備考

駐車場

- 第1駐車場 雨水・集水桝 8

- 第2駐車場 雨水・集水桝 4

雨水・集水桝 4

側溝（コンクリート蓋） 1
全長：35.90m 幅:0.30m
深さ：0.40～0.90m

- 第7駐車場 雨水・集水桝 3

- 第8駐車場 雨水・集水桝 1

雨水・集水桝 8

1
【出入口】全長：10.00m
幅：0.30m 深さ：0.40m

1
【中央横断】全長：29.00m
幅：0.30m 深さ：0.40m

- 第10駐車場 雨水・集水桝 4

- 第11駐車場 雨水・集水桝 1

- 第14駐車場 雨水・集水桝 2

雨水・集水桝 15

1
全長：16.00m 幅：0.30m 深
さ：0.30m

1
全長：20.00m 幅：0.30m 深
さ：0.40m

1
全長：16.00m 幅：0.50m 深
さ：1.00m

1
全長：62.00m 幅：0.50m 深
さ：1.10m

第7街区緑地

ア 鉄塔前緑地 雨水・集水桝 2 1/Ｙ

南端緑地

- 南1 1 全長：151m 幅：0.50m

- 南2 1 全長：418.4m 幅：0.50m

1/Ｙ

2/Ｙ側溝（蓋なし）

対象箇所

第3駐車場-

第9駐車場

側溝（鉄製蓋）

側溝（コンクリート蓋）

第15駐車場-

-
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定例清掃

詳細
清掃箇所
（箇所）

周期 備考

南端緑地

- 南1 2 2/Ｙ

- 南2 2 2/Ｙ

向島駅前 雨水・集水桝 5 1/Ｙ

雨水・集水桝

対象箇所
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除草業務

詳細
除草面積
（㎡）

周期 備考

ア テニスコート隣接 法面 396.50

イ ア以外敷地全体 1,399.32 敷地全体の30%程度を想定

1,726.60 2/Ｙ

621.20 2/Ｙ

ア Ａ棟横植込み 120.52

イ ＵＲ6街区1棟植込み 25.50

ウ Ｃ棟裏植込み 41.04

エ 近商スロープ横植込み 98.08

オ Ｃ棟駐車場植込み 63.64

カ Ｂ棟裏倉庫緑地 5.00

キ Ｂ棟電気室緑地 9.00

ク Ｄ棟・近商間植込み 24.96

ケ ＵＲ6街区2号棟南側植込み 57.98

コ Ｄ棟横砂場植込み 148.92

サ 中央広場24号線側植込み（南） 119.24

シ 中央広場24号線側植込み（北） 153.99

ス 中央広場時計台下植込み 32.32

セ 中央広場植込み 21.66

ソ 中央広場公衆トイレ植込み 127.98

対象箇所

運動公園

2/Ｙ

3/Ｙ

児童公園

テニスコート正面通路

センター街
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除草業務

詳細
除草面積
（㎡）

周期 備考

タ Ｅ棟赤道側植込み 161.74

チ Ｅ棟赤道側空き地 32.00

第9駐車場 花壇 52.84 2/Ｙ

398.34 2/Ｙ

ア 鉄塔前緑地 80.90

イ 集会所横緑地 471.00

ア 南1 1,122.73 但し、実面積は1684.09㎡

イ 南2 3,099.25 但し、実面積は4648.87㎡

ウ 南3 205.71 但し、実面積は308.57㎡

241.10 2/Ｙ

全域のゴミ、動物の糞等の拾
い掃き及び収集も行う。
なお、除草作業低減を目的と
した薬剤散布の実施可。

ア 緑地 法面 189.66

イ 舗装他 法面 5.81

法面 10.33 2/Ｙ 但し、実面積は103.30㎡

※１

※２

向島本二ノ丸排水機場　※２

法面ブロックの目地部より発生している雑草の除去作業のため、実面積の10％として算出してい
る。また、作業低減化を目的として薬剤散布を実施してよいものとする。

1/Ｙ

2/Ｙ

2/Ｙ

3/Ｙ

センター街

駐車場

第4街区緑地

第7街区緑地

南端緑地　※１

対象箇所

南端緑地法面下の緑地は作業低減化を目的として薬剤散布を実施してよいものとし、実面積の２/３
として算出している。

第9駐車場隣接緑地

向島外周水路西側残地
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緊急対応業務

詳細
数量
（回）

周期 備考

- 全区域 1 6/Ｙ 年6回

対象箇所



別紙

業務名称：令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託

ページ 種別 対象 備考

1 向島ニュータウン全体図 （業務範囲全体を示す）

2 通常清掃対象範囲 １　運動公園 (1)運動公園、(2)児童公園、(3)テニスコート正面通路

3 ２　センター街 (4)センター街（センター街・B棟トイレ）

4 (4)センター街（駐車場）

5 (4)センター街（B棟トイレ詳細図）

6 ３　駐車場 (5)駐車場 第1、第2

7 第3

8 第6、第7

9 第8、第9

10 第10、第11

11 第13、第14

12 第15

13 ４　緑地 (6)４街区緑地、(7)７街区緑地（ア鉄塔前、イ集会所）

14 (8)南端緑地（南１、南２）

15 (8)南端緑地（南３）、(11)向島駅前

16 (13)歩行者・自転車専用通路（北側・南側）

17 定例清掃範囲 １　運動公園 (1)運動公園、(2)児童公園 側溝、雨水集水桝図

18 (3)テニスコート正面通路 雨水集水桝図

19 ２　センター街 (4)センター街 側溝、雨水集水桝図

20 通路　天井蛍光管

21 通路　屋根箱樋

22 屋根 箱樋詳細図

23 ３　駐車場 (5)駐車場（第１、第2） 雨水集水桝図

24 (5)駐車場（第3） 側溝、雨水集水桝図

25 (5)駐車場（第7、第8） 雨水集水桝図

26 (5)駐車場（第9、第10） 側溝、雨水集水桝図

27 (5)駐車場（第11、第14） 雨水集水桝図

28 (5)駐車場（第15） 側溝、雨水集水桝図

29 ４　緑地 (7)７街区緑地、(8)南端緑地（南１） 側溝、雨水集水桝図

30 (8)南端緑地（南２）、(11)向島駅前 側溝、雨水集水桝図

31 除草業務対象範囲 １　運動公園 (1)運動公園、(2)児童公園

32 (3)テニスコート正面通路

33 ２　センター街 (4)センター街 Ａ～Ｃ棟、公団1号棟付近

34 Ｄ～Ｅ棟、公団２号棟付近

35 ３　駐車場 (5)駐車場（第９駐車場）

36 ４　緑地 (6)４街区緑地、(7)７街区緑地（ア鉄塔前、イ集会所）

37 (8)南端緑地（南１）

38 (8)南端緑地（南２）

39 (8)南端緑地（南３）

40 (9)第９駐車場隣接緑地

41 (10)向島外周水路西側残地

42 (12)向島本二ノ丸排水機場

図　面　集　【目次】

詳細
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別紙 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

 

【対象施設】 

１ 運動公園 

(1) 運動公園 

(2) 児童公園 

(3) テニスコート正面通路 

 

２ センター街 

(4) センター街 

（センター商店街・センター広場・商店街 

駐車場含） 

 

３ 駐車場 

(5) 駐車場 

第 1 駐車場 第 2 駐車場  

第 3 駐車場 第 6 駐車場 

第 7 駐車場 第 8 駐車場 

第 9 駐車場 第 10 駐車場  

第 11 駐車場 第 13 駐車場  

第 14 駐車場 第 15 駐車場 

 

４ 緑地 

(6) 第 4街区緑地 

(7) 第 7街区緑地 

 （鉄塔前緑地、集会所横緑地） 

(8) 南端緑地 

  (南 1、南 2、南 3) 

(9) 第 9駐車場隣接緑地 

(10) 向島外周水路西側残地 

 

５ その他（用地・施設） 

(11) 向島駅前 

(12) 向島本二ノ丸排水機場 

(13) 歩行者・自転車専用通路 

  （北側、南側） 

施 設 名 称 向島ニュータウン全体図 

配置図 

所 在 地  

 

(2)児童公園 

(1)運動公園 

(5)第 15駐車場 

(5)第 8駐車場 

(5)第 13駐車場 

(5)第 11駐車場 

(5)第１駐車場 

(5)第 14駐車場 

(5)第２駐車場 

(5)第７駐車場 (5)第 3駐車場 

(5)第 10駐車場 (3)テニスコート 

正面通路 

(4)センター街 

(5)第９駐車場 

(7)第 7街区緑地 

(6)第 4街区緑地 

(11)向島駅前 

(12)向島本二ノ丸 

排水機場 

(8)南端緑地 

(9)第９駐車場 

隣接緑地 

(10)向島外周水路 

西側残地 

(13)歩行者・自転車 

専用通路 (5)第 6駐車場 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 
凡例 

・       清掃対象範囲 

 

施 設 名 称 (1)運動公園 (2)児童公園 (3)テニスコート正面通路 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区二ノ丸町１５１番地６９ 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７１ 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７０ 

 

(1)運動公園 (2)児童公園 

(3)テニスコート正面通路 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

凡例 

・       清掃対象範囲 

 

・センター街の店舗部分（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅ棟、電気室、近商ストア）は清掃対象の

範囲外とする。 

 

       センター街 

 

       Ｂ棟トイレ 

 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

A 号棟 

UR１号棟 

B 号棟 

C 号棟 

E 号棟 

D 号棟 
近商ストア 

UR2 号棟 

B 棟トイレ（南） 

B 棟トイレ（北） 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

凡例 

・     商店街駐車場 

 

 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

商店街駐車場 

（Ｂ棟裏） 

商店街駐車場 

（Ｃ棟裏） 

商店街駐車場 

（Ｄ棟裏） 

商店街駐車場 

（Ｅ棟裏） 

センター広場 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

Ｂ棟トイレ（南）                              Ｂ棟トイレ（北）                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（Ｂ棟トイレ図面） 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 



6 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第１駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

・   照明灯 

・   防犯カメラ 

第２駐車場 

 
凡例 

・     清掃対象範囲 

・   照明灯 

・   防犯カメラ 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１駐車場） (5)駐車場（第２駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地３３ 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地４ 

 

国道 24号線 



7 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第３駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

・   照明灯 

・   防犯カメラ 

 

 

 

施 設 名 称 (5)駐車場（ 第３駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島藤ノ木町８２番地４ 

 



8 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第６駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

第７駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

・   照明灯 

・   防犯カメラ 

施 設 名 称 (5)駐車場（第６駐車場） (5)駐車場（第７駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地９ 

 



9 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第８駐車場 

 

凡例 

・    清掃対象範囲 

第９駐車場 

 
凡例 

・    清掃対象範囲 

施 設 名 称 (5)駐車場（第８駐車場） (5)駐車場（第９駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島丸町４９番地１０ 京都市伏見区向島清水町１８０番地１ 

 

通路橋 
水路 

鉄塔 

児童公園 



10 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第１０駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

・   照明灯 

・   防犯カメラ 

第１１駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１０駐車場） (5)駐車場（第１１駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地２６ 京都市伏見区向島鷹場町７４番地８ 

 

ＵＲ６街区 

 １号棟 



11 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第１３駐車場 

 

 

凡例 

・    清掃対象範囲 

第１４駐車場 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１３駐車場） (5)駐車場（第１４駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島藤ノ木町８５番地１４ 京都市伏見区向島清水町１８９番地５ 

道路 

向島市営住宅 

 9街区 

道路 

道路 



12 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

・   照明灯 

・   防犯カメラ 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１５駐車場） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池８５番地１ 

↑チェーンゲート 



13 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第４街区緑地 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

第７街区緑地 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

施 設 名 称 (6)第 4街区緑地 (7)第 7街区緑地（ア 鉄塔前緑地） (7)第 7街区緑地（イ 集会所緑地） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７ 京都市伏見区向島丸町３６番地４４ 京都市伏見区向島丸町２５番地４ 

 

二ノ丸北小学校跡地 

第４街区 

向島７街区 

第６駐車場 

向島市営住宅 第８街区 

イ 集会所緑地 

ア 鉄塔前緑地 

24号線 

 



14 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

南端緑地 南１ 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

南端緑地 南２  

 
凡例 

・     清掃対象範囲 

 

 

施 設 名 称 (8)南端緑地（南１） (8)南端緑地（南２） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地６０ 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７４ 

 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 

 宇治市 方面 

業務対象外 

向島市営住宅 第１街区 

 ゴルフ練習場 

 



15 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

南端緑地 南３ 

 

凡例 

・     清掃対象範囲 

向島駅前 

 

施 設 名 称 (8)南端緑地（南３） (11)向島駅前 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１４１番地４他 京都市伏見区向島二ノ丸町１７９番地３他 

 

 

コインパーキング 



16 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 
凡例 

・     清掃対象範囲 

施 設 名 称 (13)歩行者・自転車専用通路（北側） (13)歩行者・自転車専用通路（南側） 

通常清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島丸町９０番地５ 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地４３ 

(1)運動公園 (2)児童公園 

(3)テニスコート正面通路 

ア 北側 

イ 南側 



17 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 
（側溝、雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・   側溝（蓋有） 

 

・  雨水・集水桝 

 

 

 

 

施 設 名 称 (1)運動公園 (2)児童公園 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区二ノ丸町１５１番地６９ 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７１ 

 

イ 西側 

ウ 南側 

ア 北側 

運動公園 児童公園 



18 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

                                       

 

 ＜拡大図＞ 

（雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・  雨水・集水桝 

施 設 名 称 (3)テニスコート正面通路 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７０ 

 

運動公園 
児童公園 

児童公園 

運動公園 



19 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 
（側溝、雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・       側溝（蓋有） 

 

・  雨水・集水桝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

A 棟 

Ｂ棟 

Ｃ棟 

ＵＲ 

１号棟 

ＵＲ 

2 号棟 

Ｄ棟 

Ｅ棟 

近商ストア 

Ａ棟 

ア Ａ棟周囲 

イ Ｂ棟裏① 

ウ Ｂ棟裏② 

エ Ｂ-Ｃ棟間 

オ Ｃ棟裏 

カ Ｄ棟前 
キ Ｅ棟前 



20 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託  備 考 

 

 

（通路天井蛍光管、反射板清掃） 

凡例 

・     清掃対象範囲 

 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

ＵＲ 

１号棟 

近商ストア 

庇 

庇 

ＵＲ 

2 号棟 



21 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託  備 考 

 

 

（通路屋根箱桶清掃） 

凡例 

・     清掃対象範囲 

 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

ＵＲ 

１号棟 

近商ストア 



22 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託  備 考 

 

 

（通路屋根箱桶清掃） 

凡例 

・     清掃対象範囲 

 

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

竪樋 

店舗内 



23 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第１駐車場 

 

（雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・   雨水・集水桝 

第２駐車場 

  
凡例 

・  雨水・集水桝 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１駐車場） (5)駐車場（第２駐車場） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地３３ 京都市伏見区四ツ谷池１４番地４ 

 

国道 24号線 



24 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第３駐車場 

 

（側溝，雨水・集水桝清掃） 

凡例 

 

・   側溝（コンクリート蓋） 

・   雨水・集水桝 

施 設 名 称 (5)駐車場（第３駐車場） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区藤ノ木町８２番地４ 

 

 



25 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第７駐車場 

 

（雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・  雨水・集水桝 

 

第８駐車場 

 

凡例 

・    雨水・集水桝     

施 設 名 称 (5)駐車場（第７駐車場） (5)駐車場（第８駐車場） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区四ツ谷池１４番地９ 京都市伏見区向島丸町４９番地１０ 

鉄塔 



26 

 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第９駐車場 

 

(側溝，雨水・集水桝清掃) 

凡例 

・   側溝 

（鉄製グレーチング蓋） 

・  雨水・集水桝（雨水・集水

桝清掃） 

 

第１０駐車場 

 

凡例 

・  雨水・集水桝 

施 設 名 称 (5)駐車場（第９駐車場） (5)駐車場（第１０駐車場） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向清水町１８０番地１ 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地２６ 

通路橋 

水路 

ＵＲ６街区 

 １号棟 



27 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第１１駐車場 

 

（雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・   雨水・集水桝 

第１４駐車場 

 
凡例 

・   雨水・集水桝 

 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１１駐車場） (5)駐車場（第１４駐車場） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島鷹場町７４番地８ 京都市伏見区向島清水町１８９番地５ 



28 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

（側溝、雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・    側溝（コンクリート蓋） 

 

・   雨水・集水桝 

施 設 名 称 (5)駐車場（第１５駐車場） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池８５番地１ 

 

↑チェーンゲート 



29 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第７街区緑地 

 
（雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・   雨水・集水桝 

南端緑地 南１ 

 

（側溝、雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・     側溝（蓋なし） 

 

・  雨水・集水桝 

 

施 設 名 称 (7)第 7街区緑地（鉄塔前緑地） (8)南端緑地（南１） 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島丸町３６番地４４ 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地６０ 

向島市営住宅 

第８街区 

向島市営住宅 第１街区 

 ゴルフ練習場 

 



30 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

南端緑地 南２  

 

（側溝、雨水・集水桝清掃） 

凡例 

・     側溝（蓋なし） 

 

・   雨水・集水桝 

向島駅前 

 

凡例 

・   雨水・集水桝 

施 設 名 称 (8)南端緑地（南２） (11)向島駅前 

定例清掃範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７４ 京都市伏見区向島二ノ丸町１７９番地３他 

駅前ロータリー 

近鉄「向島」駅 

産婦人科 

北駐 

輪場 

南駐輪場 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 

 宇治市 方面 

 



31 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

凡例 

・     除草対象範囲 

 

・     除草対象範囲 

（雑草が点在しているため、総面積の 30% 

を除草範囲とする。） 

 

施 設 名 称 (1)運動公園 (2)児童公園 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区二ノ丸町１５１番地６９ 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７１ 

 

(1)運動公園 (2)児童公園 

(3)テニスコート正面通路 
ア テニスコート隣接 

イ 運動公園全体 

運動公園 

児童公園 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

                                                                        ＜拡大図＞ 

 

凡例 

・     除草対象範囲 

 

 

施 設 名 称 (3)テニスコート正面通路 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７０ 

 

運動公園 
児童公園 

(3)テニスコート正面通路 

児童公園 

運動公園 



33 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 
凡例 

・       除草業務範囲 

    

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

電気室 

近商ストア 

Ｂ棟 

Ｃ棟 

ＵＲ１号棟 

Ａ棟 

ア：Ａ棟横植込み 

イ：ＵＲ6 街区 1 号棟 

北植込み 

ウ：Ｃ棟裏植込み 

エ：近商スロープ横植込み 

オ：Ｃ棟駐車場植込み 

カ Ｂ棟裏倉庫緑地 
キ Ｂ棟電気室緑地 

電気室 



34 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 
凡例 

・       除草業務範囲 

    

 

施 設 名 称 (4) 向島センター街 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番地１９他 

 

第７駐車場 

シ 中央広場 24 号線側植込み（北） 

ス 中央広場時計台下植込み 

セ 中央広場植込み 

サ 中央広場 24 号線側植込み（南） 

ケ ＵＲ6街区2号棟南側植

込 

ク Ｄ棟・近商間植込み 

近商ストア Ｄ棟 

Ｅ棟 

コ Ｄ棟横砂場植込み 

ソ 中央広場公衆トイレ跡地 

周り植込み 

タ Ｅ棟赤道側植込み 

チ Ｅ棟赤道側空地 

UR2 号棟 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

第９駐車場 

 

凡例 

・    除草業務範囲 

 

施 設 名 称 (5)駐車場（第９駐車場） 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島清水町１８０番地１ 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第４街区緑地 

 

凡例 

・    除草業務範囲 

第７街区緑地 

 

凡例 

・    除草業務範囲 

 

 

施 設 名 称 (6)第 4街区緑地 (7)第 7街区緑地（ア 鉄塔前緑地） (7)第 7街区緑地（イ 集会所横緑地） 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７ 京都市伏見区向島丸町３６番地４４ 京都市伏見区向島丸町２５番地４ 

 

二ノ丸北小学校跡地 

第４街区 

向島７街区 

第６駐車場 

向島市営住宅 第８街区 

イ 集会所横緑地 

ア 鉄塔前緑地 

24号線 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

南端緑地 南１  

 

凡例 

・     除草業務範囲 

 

業務範囲の内、樹木列植部を除いた範囲

にて薬剤散布実施可能 

施 設 名 称 (8)南端緑地（南１） 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地６０ 

 

 

業務対象外 

向島市営住宅 第１街区 

 ゴルフ練習場 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

南端緑地 南２  

 

凡例 

・     除草業務範囲 

 

業務範囲の内、樹木列植部を除いた範囲

にて薬剤散布可能 

施 設 名 称 (8)南端緑地（南２） 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１５１番地７４ 

 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 

 宇治市 方面 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

南端緑地 南３  

 

凡例 

・        除草業務範囲 

 

業務範囲内で薬剤散布実施可能 

施 設 名 称 (8)南端緑地（南３） 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１４１番地４他 

 

 

コインパーキング 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

第９駐車場隣接緑地  

 

凡例 

・        除草業務範囲 

 

業務範囲内で薬剤散布実施可能 

 

※除草作業時に全域のゴミ、動物の糞等

の拾い掃き及び収集を行うこと。 

 

施 設 名 称 (9)第９駐車場隣接緑地 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島清水町２３８番地１他 

 

 

向島市営住宅 第１１街区 

第９駐車場 
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業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

 

凡例 

・    除草業務範囲 

 

・       除草対象範囲 

（雑草が点在しているため，総面積の 10% 

を除草範囲とする。） 

 

特に水路側の土溜め壁際は丁寧に除草

し、土が堆積している場合は公社に報告

すること。 

 

施 設 名 称 (10)向島外周水路西側残地 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１４１番地２他 

イ 舗装地 

ア 緑地 

水
路 

向島秀蓮小中学校 



42 

 

業 務 名 称 令和８年度 向島管理施設清掃等業務委託 備 考 

 

 

凡例 

・       除草対象範囲 

 

業務範囲内で薬剤散布実施可能 

 

（雑草が点在しているため、総面積の 10% 

を除草範囲とする。） 

 

施 設 名 称 (12)向島本二ノ丸排水機場 

除草業務範囲図 

所 在 地 京都市伏見区向島二ノ丸町１４３ 

 

法面ブッロク 
沈砂池 

沈砂池 

水路 

水路 

ポンプ室 

 


